
 

   

 

介護予防・生活支援サービス事業に 

                  ついて                            

 

                      

                           和泉市福祉部高齢介護室高齢支援担当 

 

 

 

 



移動支援サービス事業について 

 今年度、信太中学校区において地域住民団体のボ
ランティアによる、高齢者等の送迎サービスが開始
された。 

 その他の校区でも検討されており、今後、本市として
も、当該取組のような、地縁団体による、地域の高
齢者に対して、生活支援及び移動支援が市内全域
に広がることを推進していきたい。 

  

⇒ 総合事業によるサービスで位置付けを行い、 

   ボランティア団体へ補助金を交付していく。 
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訪問型サービスＤの 
対象者は事業対象者 

要支援１、２ 



団体の要件 

① 和泉市内に活動拠点を置き、市内で地域福祉活動を行う団
体であり、ＮＰＯ法人等の法人格を所有していること。 

② 地域住民を主体とした営利を目的としない団体であること。 

 ⇒ 令和3年5月1日現在、登録団体は「チョイサポしのだ」のみ 

補助金の額 

 交付決定日から年度末までの間に実施する送迎前後の付
き添い支援１回当たり６００円とし、１団体当たり２００万円
を上限とする。また、一人一日当たり上限１，２００円とする。 

 （１回の乗降で６００円、往復で１，２００円となる。） 

事業の対象者 

 事業の対象者は、第１号事業の対象者（要支援者・総合事
業対象者等）であって、介護予防ケアマネジメント等に基
づき当該事業を利用するものとする。 



活動中の事故等に備えて 

 利用者に以下の内容を同意もらうこと 
 実施者はボランティアであり、十分な支援ができない可能性がある
こと。体調不良等によるキャンセルが発生する可能性がある。 

 万が一の事故に関する、保険の支払に関すること 
 個人情報の秘匿に関すること。 

  
 運転ボランティアへの講習の実施 

 移動支援ボランティアに関する運転者講習を受講する等、交通事
故及び移動支援業務の事故防止に関する知識の習得に関する取
組を行ってもらう。 

 
 事故等への備え 

 交通事故に備え、損害賠償保険等に加入する。 
 交通事故が起こった際のマニュアルの作成。 

利用者等の安全を確保するため、以下のことを実施団体にはお願いしてお
ります。 


